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１．地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 

（１）対象地域 

構成市町村名  山口市（添付資料１参照） 

面 積  1,023.31ｋｍ2（平成 22年全国都道府県市区町村別面積調） 

人 口  195,602人（平成 23年 3月 31日現在） 

 

（２）計画期間 

本計画は、平成 24年 4月 1日から平成 30年 3月 31日までの 6年間を計画期間とす

る。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見

直すものとする。 

 
 

（３）基本的な方向 

山口市は、平成 17 年 10 月の旧 1 市 4 町（旧山口市、旧小郡町、旧秋穂町、旧阿知

須町、旧徳地町）、平成 22年 1月の旧阿東町との合併を経て、人口は県内 2番目の約

19万 6千人、面積は 1,000平方キロメートルを超える、県内で最も広い市である。 

本市は、様々な都市機能が集積するとともに、豊かな森林資源、椹野川や佐波川な

どをはじめとする多くの清流や、それらの川が流れ込む瀬戸内海など、多種多様な自

然環境を有し、また、多くの歴史・文化遺産の恵みを受け発展を続けている。 

このような地域特性の下、本市では山口市環境基本計画が目指す環境像「環境から

創る 健全で恵み豊かなまち やまぐち」、更には同一般廃棄物処理基本計画の基本

理念である「みんなでつくる循環型都市 やまぐち」の実現に向け、市民、事業者、

行政がそれぞれの役割を果たしながら協働して、ごみの減量やリサイクル、生活排水

処理の推進に関する施策を総合的かつ計画的に展開しているところである。 

今後も、協働を前提とした、ひと、まち、歴史と自然が好循環するまちづくりを基

本に、限られた資源を有効活用し環境負荷の少ない循環型都市の構築に取り組む必要

がある。 

廃棄物処理については、市民一人ひとりや個々の事業者に対しごみ減量や資源化の

意識の高揚を図るとともに、発生抑制（リデュース）、再使用（リユース）への自主

的な取組みの支援などに努める。 
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また、更なる分別の徹底や資源物回収施設の拡充などを行うことにより、家庭や事

業所からの分別排出を促進させ、資源の再生利用（リサイクル）の拡大を図る。 

３Ｒを推進する今日においても発生する廃棄物を将来にわたって適正かつ安全に処

理・処分するために、現有の処理施設の延命化と新たな処分場の整備を図る。 

生活排水処理については、公共下水道などの整備を計画的に進めるとともに、未計

画地域においては、合併処理浄化槽の設置促進に努め、生活環境の向上と公共用水域

の水質保全を図る。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

（１）一般廃棄物の処理の現状 

平成 22年度の一般廃棄物の排出・処理状況は図１に示すとおりである。 

総排出量は、集団回収量も含め、77,924トンであり、再生利用される「総資源化量」は

25,074 トン、リサイクル率（＝総資源化量／（計画処理量＋集団回収量））は 32.2％であ

る。 

中間処理による減量化量は 50,271トンであり、集団回収を除いた排出量のおおむね７割

が減量化されている。また、集団回収量を除いた排出量の約 3.4％に当たる 2,579 トンを

埋め立てている。 

なお、中間処理量のうち焼却量は 60,551トンである。山口市清掃工場では、熱回収によ

る温水の利用や発電による電力の売電や施設での利用を行っている。 

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量
5,541 t 17,328 t
(7.3%) 処理残渣量 (22.9%)

18,947 t
排出量 計画処理量 中間処理量 (25.0%) 処理後最終処分量

75,719 t 69,218 t 1,619 t
(100.0%) (91.4%) 減量化量 (2.1%)

50,271 t
自家処理量 直接最終処分量 (66.4%) 最終処分量

960 t 2,579 t
(1.3%) (3.4%)

2,205 t 25,074 t

75,719 t

0 t

 

図１ 一般廃棄物（ごみ）の排出・処理状況フロー（平成 22年度） 

 

（２）生活排水処理の現状 

平成 22年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は、以下のとおりである。 

生活排水処理対象人口は、図 2 に示すとおり全体で 195,602 人であり、水洗化人口は

159,901人、汚水衛生処理率 81.7％である。 

し尿発生量は 20,864 KL/年、浄化槽汚泥発生量は 44,253 KL/年であり、処理・処分量

（＝収集・運搬量）は 65,117kL/年である。 

公共下水道
107,862人

55.1%

処理人口 集落排水施設等
159,901人 8,052人

81.7% 4.1%

総人口 合併処理浄化槽等 浄化槽汚泥発生量
195,602人 43,987人

100% 22.5%

単独処理浄化槽等
3,606人

未処理人口 1.8%
35,701人

18.3% 非水洗化人口 し尿発生量
32,095人

16.5%
20,864 KL/年

44,253 KL/年

 
図２ 生活排水の処理状況フロー（平成 22年度） 
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（３）一般廃棄物の処理の目標 

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表

１のとおり目標量を定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。（現状と将来の

トレンドグラフについては添付資料２、現状と将来の処理内訳については添付資料３を参

照のこと。） 

表１ 減量化、再生利用量に関する現状と目標 

指標・単位 
基準年（割合※1） 

（平成22年度） 

目標（割合※1） 

（平成29年度） 

排出量 

事業系 総排出量 

１事業所当たりの排出量※2 

家庭系総排出量 

１人当たりの排出量※3 

25,827ﾄﾝ 

2.55ﾄﾝ/事業所 

49,892ﾄﾝ 

207.0㎏/人 

20,662ﾄﾝ 

2.02ﾄﾝ/事業所 

47,397ﾄﾝ 

197.2㎏/人 

（△20.0%） 

（△20.8%） 

（△ 5.0%） 

（△ 4.7%） 

   

事業系家庭系排出量合計 

[1日1人当たりごみ排出量] 

75,719ﾄﾝ 

[1,060.5ｇ/人･日] 

68,059ﾄﾝ 

[970.0ｇ/人･日] 

（△10.1%） 

（△ 8.6%） 

再生利用量 
直接資源化量 

総資源化量 

5,541ﾄﾝ 

25,074ﾄﾝ 

（   7.3%） 

（  33.1%） 

5,576ﾄﾝ 

24,701ﾄﾝ 

（   8.2%） 

（  36.3%） 

熱回収量 
熱回収量 

(年間の発電電力量) 
11,707 Mwh 12,000 Mwh 

減量化量 中間処理による減量化量 50,271ﾄﾝ （  66.4%） 43,465ﾄﾝ  （  63.9%） 

最終処分量 埋立最終処分量 2,579ﾄﾝ （   3.4%） 2,318ﾄﾝ  （   3.4%） 

※1 排出量は基準年（Ｈ22）に対する割合、その他は排出量に対する割合。 

※2 （1事業所当たりの排出量）＝（（事業系ごみの総排出量）－（事業系ごみの資源回収量））÷（事業所数） 

・事業所数は、平成 18年度事業所・企業統計及び平成２１年度経済センサスの数値を用いた。 

・Ｈ22：（25,827 ﾄﾝ－598 ﾄﾝ）÷9,892事業所＝2.55 ﾄﾝ/事業所 

・Ｈ29：（20,662 ﾄﾝ－636 ﾄﾝ）÷9,892事業所＝2.02 ﾄﾝ/事業所 

※3 （1人当たりの排出量）＝（（家庭系ごみの総排出量）－（家庭系ごみの資源回収量））÷（人口） 

・Ｈ22：（49,892 ﾄﾝ－9,411 ﾄﾝ）÷195,602人＝207.0㎏/人・日 

・Ｈ29：（47,397 ﾄﾝ－9,492 ﾄﾝ）÷192,229人＝197.2㎏/人・日 

《指標の定義》 

排 出 量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量(集団回収されたごみを除く)[単位:ﾄﾝ] 

再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和[単位:ﾄﾝ] 

熱回収量 ：熱回収施設において発電された年間の発電電力量[単位:Mwh] 

減量化量 ：中間処理量と処理後の残渣量の差[単位:ﾄﾝ] 

最終処分量：埋立処分された量[単位:ﾄﾝ] 

人   口： H22は 195,602人（平成 23年 3 月 31 日現在の住基人口）、H29 は 192,229 人（同推計）とする。 

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量
5,576 t 16,700 t
(8.2%) 処理残渣量 (24.5%)

18,300 t
排出量 計画処理量 中間処理量 (26.9%) 処理後最終処分量

68,059 t 61,765 t 1,600 t
(100.0%) (90.7%) 減量化量 (2.4%)

43,465 t
自家処理量 直接最終処分量 (63.9%) 最終処分量

718 t 2,318 t
(1.1%) (3.4%)

2,425 t 24,701 t

68,059 t

0 t

 

図３ 目標達成時の一般廃棄物（ごみ）の排出・処理状況フロー(平成 29年度) 
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（４）生活排水処理の目標 

    生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併浄化槽の整備を進めていく

ものとする。 

表２ 生活排水処理の目標 

項    目 平成 22年度実績 平成 29年度目標 

処
理
形
態
別
人
口 

公共下水道 107,862人 (55.1％) 116,838人 (60.8％) 

農業集落排水施設等   8,052人 ( 4.1％) 10,013人 ( 5.2％) 

合併処理浄化槽等  43,987人 (22.5％) 47,046人 (24.5％) 

未処理人口  35,701人 (18.3％) 18,332人 (9.5％) 

合計 195,602人 192,229人 

し尿 

・ 

汚泥 

の量 

汲み取りし尿量 20,864 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 10,777 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

浄化槽汚泥量 44,253 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 44,432 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 

合計 65,117 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 55,209 ｷﾛﾘｯﾄﾙ 
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３ 施策の内容 

（１）発生抑制、再使用の推進 

ア．有料化（事業番号 11） 

   ごみの排出抑制や再生利用の推進を目的に下記の事業を行っていく。 

   ○家庭系ごみ処理手数料の適正化 

現在、可燃ごみは排出抑制と適正処理を目的に平成 17 年 10 月から有料化を実施し、

資源ごみ（無料）との格差を明確にしているが、容量に応じた金額となっていない。 

今後は、可燃ごみ指定収集袋の容量比に応じた費用負担の適正化を行うことにより、

ごみ袋の使用を排出量に合ったものに切り替えることを啓発し、家庭系可燃ごみの更

なる排出量の抑制を図る。 

    ○不燃ごみ指定収集袋の導入 

     現在、自治会集積所へ排出される不燃ごみは、無料で収集・処理を行っている。 

今後は、不燃ごみ指定収集袋の導入による有料化を実施することにより、不燃ごみの

排出量の抑制を図る。また、指定袋を透明又は半透明にすることにより、混入する資

源物の分別の徹底を図る。 

    ○事業系ごみ処理手数料の適正化 

     現在の事業系ごみの処理手数料は、近隣市に比べ低い状況にある。 

     今後は、事業系可燃ごみ処理手数料を改定することにより、排出量の抑制を図る。 

 イ．環境教育、普及啓発、助成（事業番号 12） 

   ごみ減量・資源化に関する市民の自主的な取り組みを促すため、下記の事業を行っていく。 

   環境教育  

○小学校環境問題啓発事業     

     学習により人間と環境との関わりを理解し、環境問題を自分の問題として捉えること

のできる子供の育成をめざす。     

   普及啓発 

○再資源化推進事業 

 エコパークまつりなどのリサイクルプラザでのソフト事業を実施する。 

○事業系ごみ削減対策推進事業 

     事業系ごみの減量・リサイクルを推進するため、排出事業者に搬入許可申請の際、事

業系ごみに関するパンフレットを配布しごみ減量・リサイクルの啓発を行う。 

    ○ごみ減量化・資源化啓発事業 

     市報やホームページ、収集カレンダー等により、ごみ減量や資源化意識の高揚を図る。     

   助  成 

  ○つくし推進事業 

     営利を目的としない市民団体が自主的に実施する資源回収活動や資源回収した業者に

対し奨励金を交付する。 

    ○生ごみ処理対策推進事業 

     市民が生ごみ処理容器を購入する際に補助金を交付する。 

    ○ごみ集積施設整備補助事業 

     ごみ集積施設の整備に関して、自治会などに対して補助金を交付する。 
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 ウ．再生利用に対する取り組み（事業番号 13） 

   ごみのリサイクルの推進を目的に下記の事業を行っていく。 

  ○給食残さくるくる事業 

     市内の小中学校給食施設や共同調理場から排出される給食残さを業者に委託し、堆肥

化する。 

    ○廃食用油代替燃料施設管理事業 

     使用済みてんぷら油を回収して、軽油代替燃料を精製し、ごみ収集車の燃料として使

用する。 

     

 エ．資源化のための排出機会の拡大に対する取り組み（事業番号 14） 

   現在、２４時間排出できる資源物拠点回収施設を市内４か所に設置している。 

   今後、広域化する行政区域において市民の利便性を公平化するため、施設の規模拡大と新

たな施設の整備について、候補地などの調査・検討の上、進めていく。 

 

オ．生活排水対策（事業番号 15） 

市民の生活排水に係る水質浄化意識の高揚を図るため、次の啓発活動を行う。 

・広報活動の実施（自治会への回覧、学習機会の提供） 

  廃油ポット，三角コーナーネット，拭取紙等の排出抑制用品の普及 

無リン洗剤，せっけんの使用 
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（２）処理体制 

ア．家庭系ごみの処理体制の現状と今後（事業番号 21） 

    分別区分及び処理方法については、表３のとおりである。 

    現在、一部の地域において他市にごみ処理業務を委託している。また、各地域で分別区

分及び処理体制が異なっているため、ごみの排出方法の周知や資源物の分別・リサイクル

の普及啓発など、地域ごとに対応している状況である。 

    今後、分別区分・処理体制の統一を図ることにより、更なるごみの排出方法の周知や資

源物の分別・リサイクルの普及啓発を効率的に行うとともに、他市へのごみ処理業務委託

経費を資源物拠点回収施設の拡充などの財源に充当することを図る。 

 ＜追加＞ 

    また、平成２５年度に策定した長寿命化計画（ストックマネジメント）に基づき、老朽

化した焼却施設において、基幹的設備改良工事を実施することで、発電機の能力増強によ

る地球温暖化対策を講じるとともに、施設の延命化を図る。 

 

イ．事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後（事業番号 22） 

本市の産業構造としては、平成１８年度事業所・企業統計調査及び平成２１年度経済セ

ンサス基礎調査からも市内事業所数において卸売業や小売業が最も多いことなど、サービ

ス業を中心とした第３次産業が主要産業となっている。 

また、県庁所在地であることや国の出先機関が立地していることから、公務従事者数が

全国的にも比較的多いことが特徴として挙げられる。 

このような産業構造も反映して、事業系可燃ごみの組成割合において古紙類が約４割を

占める状況を踏まえ、平成２０年度から古紙類の搬入規制を実施し、現在も市や民間処分

業者へ資源物として排出するよう指導を行っている。 

同じく平成２０年度から搬入物検査を実施し、事業系可燃ごみの中に混入されている、

資源物や違反ごみの持ち帰りを指導している。また、搬入については許可制度を採用して

おり、違反業者に対し訪問指導を行うなど厳正に対処している。 

他には事業系不燃ごみの１事業所当たりの年間搬入量を平成１８年度から１０トン、８

トン、４トンと年次的に制限し、現在も４トン制限を行っている。 

今後も家庭系ごみの分別区分に準じ、分別・資源化への取り組みについて指導・啓発を

行うとともに、新たに事業系可燃ごみの持込手数料の改定による資源化への動機づけを行

っていく。 

    

ウ．生活排水処理の現状と今後（事業番号 2） 

    生活排水の処理については、引き続き、下水道や集落排水処理施設が整備されない人口

散在地域等で合併処理浄化槽の整備を進めていく。 

    また、し尿及び浄化槽汚泥については、現在、し尿処理施設において処理した後、し渣

は清掃工場にて焼却処理後にセメント原料化し、脱水汚泥は肥料化・セメント原料化を行

っており、引き続き継続していくものとする。 
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エ．今後の処理体制の要点 

◆家庭系ごみの分別区分及び処理体制については当面現状とするが、今後、全域的に

統一していく。 

◆事業系一般廃棄物の排出事業者に対し分別の徹底と排出抑制を指導するとともに、

新たに可燃ごみの持込手数料の改定を図る。 

◆下水道や集落排水処理施設が整備されない人口散在地域等において、引き続き合併

処理浄化槽の整備を進めていく。また、し尿及び浄化槽汚泥については、引き続き

処理後の有効活用に努めていく。 

◆山口市清掃工場において、地球温暖化対策に寄与した延命化工事を行う。 



 10 

    表３ 家庭ごみの分別区分と処理方法（現状・将来） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一
次
処
理

二
次
処
理

一
次
処
理

二
次
処
理

一
次
処
理

二
次
処
理

一
次
処
理

二
次
処
理

一
次
処
理

二
次
処
理

一
次
処
理

二
次
処
理

清
掃
工
場

（
焼
却
灰
）

民
間
で
セ
メ

ン
ト
原
料
化

32
,6

64
清
掃
工
場

（
焼
却
灰
）

民
間
で
セ
メ

ン
ト
原
料
化

44
清
掃
工
場

（
焼
却
灰
）

民
間
で
セ
メ

ン
ト
原
料
化

25
阿
知
須
清
掃

セ
ン
タ
ー

宇
部
市

環
境
保
全

セ
ン
タ
ー

1,
61

2
防
府
市

ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー

（
焼
却
灰
）

民
間
で
セ
メ

ン
ト
原
料
化

1,
11

0
清
掃
工
場

（
焼
却
灰
）

民
間
で
セ
メ

ン
ト
原
料
化

79
1

山
口
市

清
掃
工
場

（
焼
却
灰
）

民
間
で
セ
メ

ン
ト
原
料
化

34
,4

33

資 源 化

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

資 源 化

民
間
で

資
源
化

埋 立

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

鍛
冶
畑
不

燃
物
埋
立

処
分
場

青
江
一
般

廃
棄
物
処

分
場

岡
山
最
終

処
分
場

防
府
市
一
般

廃
棄
物
最
終

処
分
場

阿
東
一
般

廃
棄
物

処
分
場

埋 立

各
廃
棄

物
最
終

処
分
場

焼 却
清
掃
工
場

清
掃
工
場

清
掃
工
場

宇
部
市

環
境
保
全

セ
ン
タ
ー

防
府
市

ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー

防
府
市

ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー

清
掃
工
場

焼 却
清
掃
工
場

缶
類

28
8

49
15

19
15

15
缶
類

38
1

ビ
ン
類

1,
27

8
21

9
68

84
66

66
ビ
ン
類

1,
69

1

古
紙
類

3,
97

4
68

1
21

0
26

0
20

5
20

5
古
紙
類

5,
26

0

プ
ラ
類

1,
21

6
20

8
64

80
63

63
プ
ラ
類

1,
60

9

乾
電
池

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

乾
電
池

蛍
光
管

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

神
田
一
般

廃
棄
物
最

終
処
分
場

蛍
光
管

ス
プ
レ
ー

缶

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

阿
知
須
清
掃

セ
ン
タ
ー

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

ス
プ
レ
ー

缶

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

※
平
成
２
３
年
４
月
よ
り
、
市
内
に
お
い
て
家
庭
か
ら
排
出
さ
れ
る
灰
を
分
別
収
集
し
、
民
間
で
セ
メ
ン
ト
原
料
化
し
て
い
る
。

家
庭
系
総
排
出
量
（
ト
ン
）

47
,3

97

処
理
施
設
等

焼
却
・
資

源
化
・
発

電
等

一
次
処
理

分
別
区
分

有 害 ご み資 源 物

可
燃
ご
み

粗
大
ご
み
（
可
燃

性
）

不
燃
ご
み

金
属
小
型

家
電
製
品

粗
大
ご
み

民
間
へ
売
却

資
源
化

民
間
で

資
源
化

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ
他

民
間
へ
売
却

資
源
化

リ サ イ ク ル

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

3
民
間
で

資
源
化

そ の 他

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

阿
東

ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー

(ビ
ン
一
部

缶
の
み
)

民
間
へ
売
却

資
源
化

4
3

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

表
３
　
家
庭
ご
み
の
分
別
区
分
と
処
理
方
法
（
現
状
・
将
来
）

阿
東
地
域

今
後
（
平
成
２
９
年
度
）

分
別
区
分

二
次
処
理

処
理
方
法

処
理
施
設
等

処
理
実
績

(ト
ン
)

現
状
（
平
成
２
２
年
度
）

破 砕 ・ 選 別焼
却
・
資

源
化
・
発

電
等

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

処
理
施
設
等

処
理

方
法

処
理
実
績

(ト
ン
)

山
口
地
域

処
理
実
績

(ト
ン
)

2,
89

2
44

4

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

民
間
で

資
源
化

可
燃
ご
み

粗
大
ご
み

（
可
燃
性
）

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

57

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

不
燃
ご
み

金
属
小
型

家
電
製
品

粗
大
ご
み

（
可
燃
性
・

不
燃
性
）

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

10

資 源 物 有 害 ご み

そ の 他リ サ イ ク ル

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

鍛
冶
畑
不

燃
物
埋
立

処
分
場

(ビ
ン
一
部

ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
み
)

民
間
へ
売
却

資
源
化

民
間
へ
売
却

資
源
化

処
理
実
績

(ト
ン
)

小
郡
地
域

秋
穂
地
域

処
理
施
設
等

徳
地
地
域

処
理
施
設
等

阿
知
須
地
域

処
理
実
績

(ト
ン
)

処
理
実
績

(ト
ン
)

処
理
施
設
等

リ
サ
イ
ク

ル
プ
ラ
ザ

阿
知
須
清
掃

セ
ン
タ
ー

(ビ
ン
一
部

ペ
ッ
ト
ボ
ト

ル
の
み
)

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー

民
間
へ
売
却

資
源
化

民
間
で

資
源
化

民
間
で

資
源
化

20
1

27
7

阿
知
須
清
掃

セ
ン
タ
ー

3

民
間
へ
売
却

資
源
化

家
庭
系
総
排
出
量
（
ト
ン
）

49
,8

92

76

処
理
見
込

み
(ト

ン
)

11
5

22
6

3,
94

7

処
理
施
設
等

破 砕 ・ 選 別

不
燃
物

中
間
処
理

セ
ン
タ
ー



 11 

（３）処理施設等の整備 

ア．廃棄物処理施設 

前記（２）の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表４のとおり必要な施設整備を行

う。なお、現有施設の概要（施設名、種類、処理する廃棄物、処理能力、所在地、竣工年等）

を整理したものは表５に示すとおりである。 

 

表４ 整備する処理施設 

事業 

番号 
施設区分 事業名 処理能力 設置予定地 事業期間 

１ 最終処分場 
山口市大浦一般廃棄物   

最終処分場整備事業 
約 28,000m3 山口市江崎 H26～28 

3 熱回収施設 
山口市清掃工場 

基幹的設備改良事業 
220ｔ／24ｈ 

山口市 

大内御堀 
H28～31 

 

 

（整備理由） 

・事業番号 1 山口市神田一般廃棄物最終処分場の残余容量の逼迫 

・事業番号 3 山口市清掃工場の基幹的設備の経年劣化  
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表５ 現有施設の概要 

施設名 種類 対象廃棄物 処理能力※ 所在地 竣工年 

山口市清掃工場 焼却 
可燃ごみ，可燃性粗大ご

み 
220t/24h 山口市大内御堀 H10 

山口市リサイクル 

プラザ(エコパーク

やまぐち) 

選別圧縮 缶 
5.6t/5h 

[332m2] 

山口市大内御堀 

H8 

貯留 びん [332m2] H8 

貯留 古紙類 (1,500m2) H12 

選別圧縮 ペットボトル 
0.3t/h 

(1,500m2) 
H12 

選別圧縮 その他プラ 
2.5t/h 

(1,500m2) 
H13 

貯留 その他紙 (1,500m2) H13 

山口市不燃物中間

処理センター 
破砕選別 

不燃ごみ、可燃性粗大ご

み、不燃性粗大ごみ 
50t/5h 山口市宮野下 H20 

山口市神田一般廃

棄物最終処分場 
埋立 不燃ごみ，粗大ごみ 341,850m3 山口市大内矢田 H3 

山口市鍛治畑不燃

物埋立処分場 
埋立 不燃ごみ 66,000m3 山口市小郡上郷 H2 

山口市青江一般廃

棄物最終処分場 
埋立 ガラス・陶磁器(安定物) 225,505m3 山口市秋穂東 S49 

山口市岡山最終処

分場 
埋立 ガラス・陶磁器(安定物) 4,614m3 山口市阿知須 S41 

山口市阿東一般廃

棄物最終処分場 
埋立 

不燃ごみ・不燃性粗大ご

み・可燃性粗大ごみ 
26,000 m3 山口市阿東蔵目喜 H12 

山口市環境センタ

ー 

標準脱 

窒素処理 
し尿，浄化槽汚泥 160kL/日 山口市小郡上郷 S56 

※ 処理能力において、( )及び[ ]内の数値はストックヤード面積を示す。なお、それぞれのカッコは、

共有していることを示している。 

 

 

イ．合併処理浄化槽の整備 

合併処理浄化槽の整備については、表６のとおり行う。 

表６ 合併処理浄化槽への移行計画 

事  業 

直近の整備済基数

(基) 

(平成 22年度) 

整備計画基数 

(基) 

整備計画人口 

(人) 
事業期間 

浄化槽設置整備事業 9,929 1,145 3,550 H24～H29 

浄化槽市町村整備推進事業     

その他地方単独事業     

合  計 9,929 1,145 3,550  
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（４）施設整備に関する計画支援事業 

（３）の施設整備に先立ち、表７のとおり計画支援事業を行う。 

 

表７ 実施する計画支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

31 

山口市大浦一般廃棄物最終処分場整

備(事業番号 1)に係る実施設計等事

業 

実施設計等 H24～H25 

32 

山口市清掃工場基幹的設備改良（事

業番号 3）に係る発注仕様書等作成事

業 

発注仕様書作成等 H27 

 

（５）廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業 

長寿命化計画策定支援事業については、表８のとおり行なう。 

表８ 実施する長寿命化計画策定支援事業 

事業 

番号 
事業名 事業内容 事業期間 

41 
山口市一般廃棄物処理施設に係る長

寿命化計画策定事業 
長寿命化計画の策定 H24～25 

 

（６）その他の施策 

その他、地域の循環型社会の形成及び廃棄物の適正処理を推進するため、次の施策を実施

していく。 

ア．廃家電・パソコンのリサイクルに関する普及啓発（事業番号 51） 

廃家電やパソコンのリサイクルについては、法律に基づく適正な回収、再商品化がなさ

れるよう、関連団体や小売店などと協力して、普及啓発を行う。 

 

イ．不法投棄対策（事業番号 52） 

本市内の自治会などと一体となった普及啓発により、分別区分の徹底を進めるとともに

パトロールの強化に努める。 

また、各地区の清掃事業やポイ捨てされた空き缶等の回収行事の展開により、環境美化

の促進を図り、清潔で美しいまちづくりを推進していく。 

 

ウ．災害時の廃棄物処理体制（事業番号 53） 

本市が策定している「平成 23 年度山口市地域防災計画」におけるごみ処理計画を踏ま

え、災害時に発生する廃棄物の広域的処理体制の確保を図るため、処理地域及びその周辺

地域との連携体制を構築する。 

※ 仮 置 場 ・・・公有地などを候補地とする。 

※ 最終処分場 ・・・現有の市内一般廃棄物最終処分場などを候補地とする。 
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４ 計画のフォローアップと事後評価 

（１）計画のフォローアップ（事業番号 54） 

本地域では、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じ

て、山口県及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

 

（２）事後評価及び計画の見直し（事業番号 54） 

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果が取りまとまった時点で、速やかに

計画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとす

る。 

なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すもの

とする。 
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添付資料１－１ 

分別区分説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口地域 小郡地域 秋穂地域 徳地地域 阿東地域 阿知須地域

無色透明のびん

茶色のびん

その他の色のびん

新聞

雑がみ

ダンボール

紙製容器包装

紙パック

乾電池

蛍光管

スプレー缶

生ごみ、資源化できない紙類、布類、革製品、草
木類、発砲スチロール、ゴム・ビニール製品、ビデ
オテープ、カセットテープ等

ガラス類、陶器類、焼却灰

なべ、やかん、自転車、掃除機、扇風機、炊飯
器、硬質プラスチック類

飲料や食品が入っていた缶及び缶のふた、スプ
レー缶

無色透明のびん

茶色のびん

その他の色のびん

新聞

雑がみ

ダンボール

紙製容器包装

紙パック

乾電池

蛍光管

スプレー缶 －

週３回

月２回

月２回

月２回

無色透明のびん 月２回

茶色のびん 月２回

その他の色のびん 月２回

新聞

雑がみ

ダンボール

紙製容器包装 月２回

紙パック 月２回

週１回

乾電池

蛍光管

スプレー缶 －

週１回

拠点収集のため不定期

不定期

不定期

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

月１回

不定期

スプレー缶

週２回

月１回

紙パックのマークがあるもの

プラスチック製容器包装のマークがあるもの

乾電池

蛍光管（直管、円形、電球型）

新聞、折込ちらし、市広報誌　等

雑誌・書籍類、カタログ、カレンダー、ハガキ、封筒、コピー用紙等

間に波形の芯がはいっているもの

紙製容器包装のマークがあるもの

食品及び化粧品の入っていた無色透明のびん

食品及び化粧品の入っていた茶色のびん

食品及び化粧品の入っていたその他の色のびん

ペットマークの表示があるびん形状のもの

ガラス類、陶器類、焼却灰、硬質プラスチック類等

なべ、やかん、自転車、掃除機、扇風機、炊飯器等

可燃ごみ指定収集袋（大）に入らない燃やせるごみ、１辺が１ｍ以上の燃やせないごみ及び金属小型家
電製品

飲料や食品が入っていた缶及び缶のふた

蛍光管

スプレー缶

生ごみ、資源化できない紙類、布類、革製品、草木
類、発砲スチロール、ゴム・ビニール製品等

紙製容器包装

紙パック

プラスチック製容器包装

乾電池

ペットボトル

新聞

雑がみ

ダンボール

燃やせるごみ

燃やせないごみ

金属・小型家電製品

粗大ごみ

缶

無色透明のびん

茶色のびん

その他の色のびん

ペットボトル

古
紙
類

プラスチック製容器包装

有
害
ご
み

プラスチック製容器包装

有
害
ご
み

収
集
頻
度

燃やせるごみ

燃やせないごみ

金属・小型家電製品

粗大ごみ

資
源
物

缶

び
ん

品
目

燃やせるごみ

燃やせないごみ

金属・小型家電製品

粗大ごみ

資
源
物

缶

び
ん

ペットボトル

古
紙
類

プラスチック製容器包装

ご
み
の
名
称 古

紙
類

有
害
ご
み

資
源
物

び
ん

缶

金属・小型家電製品

ペットボトル

分別区分説明資料
分別区分

粗大ごみ

燃やせないごみ

燃やせるごみ

添付資料１－１

添付資料１－２
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添付資料１－２ 

分別区分説明資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口地域 小郡地域 秋穂地域 徳地地域 阿東地域 阿知須地域

透明な袋

無色透明のびん 透明な袋

茶色のびん 透明な袋

その他の色のびん 透明な袋

透明な袋

新聞 透明な袋

雑がみ 透明な袋

ダンボール 透明な袋

紙製容器包装 透明な袋

紙パック 透明な袋

透明または中身のみえる半透明な袋

乾電池

蛍光管

スプレー缶

透明または中身のみえる半透明な袋

拠点に設置してある回収ボックスへ持ち込むため無指定

拠点に設置してある回収ボックスへ持ち込むため無指定

拠点に設置してある回収ボックスへ持ち込むため無指定

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

コンテナ

大きいものはそのままで、小さいものは透明または半透明の袋

無指定

コンテナ

コンテナ

排
出

大きいものはそのままで、小さいものは透明または半透明の袋

燃やせるごみ

燃やせないごみ

粗大ごみ

資源物

可燃ごみ指定収集袋

ステーション方式

ステーション方式

戸別収集

ステーション方式と拠点回収方式の併用

拠点回収方式

分別区分説明資料
分別区分

有害ごみ

プラスチック製容器包装

有
害
ご
み

排
出
容
器

燃やせるごみ

燃やせないごみ

金属・小型家電製品

粗大ごみ

資
源
物

缶

び
ん

ペットボトル

古
紙
類

添付資料１－２
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添付資料２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

位置図 

 

山口市 
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処理施設の位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山口市阿東一般廃棄物最終処分場 

[最終処分場] 

26,000 ㎥ 

山口市清掃工場 

[焼却施設] 

220t/24h 

 

山口市リサイクルプラザ 

[選別圧縮施設] 

19.6t/24h 

 

山口市不燃物中間処理センター 

[破砕選別施設] 

50t/5h 

山口市神田一般廃棄物最終処分場 

[最終処分場] 

341,850 ㎥ 

山口市鍛治畑不燃物埋立処分場 

[最終処分場] 

66,000 ㎥ 

山口市環境センター 

[し尿処理施設] 

160kL/24h 

山口市青江一般廃棄物最終処分場 

[最終処分場] 

225,505 ㎥ 

山口市岡山最終処分場 

[最終処分場] 

4,614 ㎥ 
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添付資料３－１ 

行政区域内人口の推移 
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添付資料３－２ 

年間のごみ排出量の推移 
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添付資料３－３ 

１人１日当たりごみ排出量の推移 
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添付資料３－４ 

家庭系ごみ、事業系ごみの排出量の推移 
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添付資料３－５ 

総資源化量の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

 

添付資料３－６ 

最終処分量の推移 
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添付資料４－１ 

現状と将来の処理内訳 
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添付資料４－２ 

現状と将来の処理内訳 
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後
最
終
処
分
量

実
績

1
0

3
1

4
2

1
7

2
1

,3
9

4
1

,7
2

0
1

,6
1

9

［
t/
年
］

1
,5

8
7

1
,5

8
7

1
,5

8
7

1
,5

8
7

1
,5

9
4

1
,5

9
7

1
,6

0
0

家
庭
系
資
源
回
収
量

実
績

8
,6

8
2

9
,1

9
1

9
,8

1
2

9
,7

0
7

9
,3

5
8

9
,4

1
1

［
t/
年
］

推
計

9
,4

9
2

9
,4

9
2

9
,4

9
2

9
,4

9
2

9
,4

9
2

9
,4

9
2

9
,4

9
2

事
業
系
資
源
回
収
量

実
績

5
1

5
5

4
5

5
8

2
5

7
5

7
3

6
5

9
8

［
t/
年
］

推
計

6
3

6
6

3
6

6
3

6
6

3
6

6
3

6
6

3
6

6
3

6

現
状
と
将
来
の
処
理
内
訳

添
付
資
料
４
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(１

）
地

域
名

人
km

2

　
(４

）
構

成
市

町
村

等
名

人
口

面
積

沖
縄

離
島

奄
美

豪
雪

山
村

半
島

過
疎

そ
の

他

年
月

事
業

系
（
H

2
2
比

 -
2
0
％

）

家
庭

系
（
H

2
2
比

 -
5
％

）

合
計

（
H

2
2
比

 -
1
0
％

）

(6
%
)

(6
%
)

(7
%
)

(7
%
)

(7
%
)

(7
%
)

(8
%
)

(2
7
%
)

(2
8
%
)

(2
9
%
)

(3
3
%
)

(3
4
%
)

(3
3
%
)

(3
6
%
)

(6
3
%
)

(6
2
%
)

(6
3
%
)

(6
6
%
)

(6
6
%
)

(6
6
%
)

(6
4
%
)

(1
4
%
)

(1
4
%
)

(1
2
%
)

(4
%
)

(4
%
)

(3
%
)

(3
%
)

型
式

及
び

処
理

方
式

全
連

・
ス

ト
ー

カ
方

式

選
別

・
圧

縮
・
梱

包
・
貯

留

[缶
･び

ん
･P

E
T
･古

紙
]

圧
縮

・
梱

包
・
貯

留

[そ
の

他
プ

ラ
製

容
器

包
装

]

選
別

・
破

砕
　

[不
燃

・
粗

大
]

セ
ル

方
式

・
管

理
型

セ
ル

方
式

・
安

定
型

セ
ル

方
式

・
安

定
型

セ
ル

方
式

・
管

理
型

セ
ル

方
式

・
管

理
型

低
希

釈
２

段
活

性
汚

泥
法

※
 計

画
地

域
内

の
施

設
の

状
況

（
現

況
）
を

地
図

上
に

示
し

た
も

の
を

添
付

し
た

。
（
添

付
資

料
１

）

※
１

　
別

添
資

料
と

し
て

指
標

と
人

口
等

の
要

因
に

関
す

る
ト

レ
ン

ド
グ

ラ
フ

を
添

付
（
添

付
資

料
２

）

山
口

市
（
阿

東
地

区
）

山
口

地
域

※
　

交
付

要
綱

で
定

め
る

交
付

対
象

と
な

る
要

件
の

う
ち

、
該

当
す

る
項

目
全

て
に

○
を

付
け

る
。

循
環

型
社

会
形

成
推

進
交

付
金

事
業

実
施

計
画

総
括

表
１

　
（
平

成
2
3
年

度
）

山
口

市
(秋

穂
地

区
)

山
口

市
(小

郡
地

区
)

最
終

処
分

場
山

口
市

様
式

１

１
　

　
地

域
の

概
要

２
　

　
減

量
化

、
再

生
利

用
の

現
状

と
目

標

３
　

現
有

施
設

の
状

況
と

更
新

、
廃

止
、

新
設

の
予

定

山
口

市
(阿

知
須

地
区

)
有

H
1
2

H
2

S
4
2

S
5
6
.9

H
3
.2

3
4
1
,8

5
0
m

3

2
2
5
,5

0
5
m

3
S

4
9

H
2
9
.3

汚
泥

は
堆

肥
化

(委
託

)

有
6
6
,0

0
0
m

3

2
6
,0

0
0
m

3

有

し
尿

処
理

施
設

山
口

市
有

4
,6

1
4
m

3

1
6
0
kL

/
2
4
h

有

2
5
,5

7
9

5
7
,4

8
7

2
4
,9

1
7

有

再
生

利
用

量

　
事

業
系

家
庭

系
排

出
量

合
計

（
ト

ン
）

 直
接

資
源

化
量

（
ト

ン
）

　
１

事
業

所
当

た
り

の
排

出
量

（
ﾄﾝ

/
事

業
所

）

2
5
,3

4
6

 熱
回

収
量

（
年

間
の

発
電

電
力

量
　

M
W

h
）

5
,2

3
0

 総
資

源
化

量
（
ト

ン
）

2
2
8
.4

3
.6

7

9
1
,4

6
7

2
2
6
.3

3
6
,3

9
1

3
.5

8

8
8
,6

2
5

5
,9

3
0

5
,4

6
0

9
1
,5

7
3

　
総

排
出

量
（
ト

ン
）

　
１

人
当

た
り

の
排

出
量

（
kg

/
人

）

5
5
,1

8
2

2
3
4
.1

5
4
,2

3
2

5
3
,6

2
2

1
9
5
,6

0
2

山
口

市

1
,0

2
3
.3

1
　

(3
)地

域
面

積
　

(2
)地

域
内

人
口

　
(5

)地
域

の
要

件
※

　
(６

）
構

成
市

町
村

に
一

部
事

務
組

合
等

が
含

ま
れ

る
場

合
、

当
該

組
合

の
状

況

日
設

立
、

認
可

予
定

　
②

設
立

（
予

定
）
年

月
日

：

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年

指
標

・
単

位
平

成
1
7
年

度

(実
績

)

平
成

2
1
年

度

(実
績

)

平
成

2
2
年

度

(実
績

)

過
去

の
状

況
・
現

状

平
成

1
9
年

度

(実
績

)

　
①

組
合

を
構

成
す

る
市

町
村

：

目
  
標

2
7
,0

4
3

2
0
,6

6
2

　
総

排
出

量
（
ト

ン
）

3
7
,8

4
5

2
.6

6
3
.3

8

2
5
,8

2
7

平
成

2
0
年

度

(実
績

)

平
成

1
8
年

度

(実
績

)

　
③

設
立

さ
れ

て
い

な
い

場
合

、
今

後
の

見
通

し
：
－

平
成

2
9
年

度

(見
込

)

排
出

量

2
.8

1

2
8
,7

0
7

5
1
,0

6
8

3
4
,3

9
3

5
1
,0

7
2

2
.5

5

熱
回

収
施

設

処
理

能
力

（
単

位
）

中
間

処
理

に
よ

る
減

量
化

量

最
終

処
分

量
1
2
,7

7
7

補
助

の

有
無

 減
量

化
量

（
中

間
処

理
前

後
の

差
　

ト
ン

）

施
　

設
　

種
　

別

 埋
立

最
終

処
分

量
（
ト

ン
）

実
施

主
体

山
口

市

現
有

施
設

の
内

容

2
2
0
t/

2
4
h

有
H

1
0
.31

2
,4

9
5

開
始

年
月

更
新

、
廃

止
理

由
更

新
、

廃
止

予
定

年
月

型
式

及
び

処
理

方
式

施
設

竣
工

予
定

年
月

1
0
,9

2
7

5
5
,4

7
9

1
1
,7

0
7

2
,5

7
9

備
　

考

2
,3

1
8

処
理

能
力

（
単

位
）

更
新

、
廃

止
、

新
設

の
内

容

継
続

利
用

埋
立

地
の

確
保

ｻ
ﾝ
ﾄﾞ

ｲ
ｯ
ﾁ

方
式

・
管

理
型

3
,4

4
5

2
,8

3
0

4
9
,8

9
2

2
4
,7

0
1

1
2
,0

0
0

1
1
,4

8
8

5
,6

2
7

2
6
,2

1
7

2
1
2
.6

7
8
,1

1
5

2
0
7
.0

2
.0

2

4
7
,3

9
7

1
9
7
.2

6
8
,0

5
9

5
,5

7
6

4
3
,4

6
5

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
山

口
市

2
1
0
.7

2
5
,0

7
4

5
,5

4
1

7
5
,7

1
9

7
9
,7

7
5

5
,8

8
3

2
6
,2

3
2

5
2
,9

6
5

H
2
9
.4

約
2
8
,0

0
0
m

3

7
.1

t/
5
h

H
8
.1

2

H
1
1
.1

2

5
0
t/

5
h

5
0
,2

7
1

H
1
3
.6

5
1
,6

1
7

5
6
,9

3
7

H
2
0
.6

1
2
.5

t/
5
h

有

継
続

利
用

無有
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目
  
標

平
成

1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
2
年

度
平

成
2
9
年

度

1
9
6
,2

5
0

1
9
6
,3

2
1

1
9
5
,6

0
2

1
9
2
,2

2
9

1
0
1
,8

9
7

1
0
4
,7

9
3

1
0
7
,8

6
2

1
1
6
,8

3
8

5
2
.0

%
5
3
.3

%
5
5
.1

%
6
0
.8

%

7
,5

0
7

7
,5

7
3

8
,0

5
2

1
0
,0

1
3

3
.8

%
3
.9

%
4
.1

%
5
.2

%

4
2
,8

2
6

4
3
,3

7
2

4
3
,9

8
7

4
7
,0

4
6

2
1
.8

%
2
2
.1

%
2
2
.5

%
2
4
.5

%

4
4
,0

2
0

4
0
,5

8
3

3
5
,7

0
1

1
8
,3

3
2

2
2
.4

%
2
0
.7

%
1
8
.3

%
9
.5

%

開
始

年
度

基
　

　
数

目
標

年
度

H
2

9
,2

4
6

H
2
9

浄
化

槽
市

町
村

整
備

推
進

事
業

５
　

浄
化

槽
の

整
備

の
状

況
と

更
新

、
廃

止
、

新
設

の
予

定

8
,7

0
0

事
業

主
体

処
理

人
口

浄
化

槽
設

置
整

備
事

業
2
8
,2

7
2

2
9
,9

4
7

施
　

設
　

種
　

別

現
有

施
設

の
内

容
更

新
、

廃
止

、
新

設
の

内
容

備
　

考

処
理

人
口

2
6
.6

%

基
　

　
数

山
口

市

未
処

理
人

口

汚
水

衛
生

処
理

人
口

5
2
,3

0
0

2
4
.9

%

4
8
,8

2
7

9
8
,1

9
4

汚
水

衛
生

処
理

率
又

は
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

4
1
,1

1
5

合
併

処
理

浄
化

槽
等

汚
水

衛
生

処
理

人
口

汚
水

衛
生

処
理

率
又

は
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

3
.7

%

集
落

排
水

施
設

等

汚
水

衛
生

処
理

人
口

汚
水

衛
生

処
理

率
又

は
汚

水
処

理
人

口
普

及
率

公
共

下
水

道

汚
水

衛
生

処
理

人
口

9
5
,9

7
6

4
8
.8

%

1
9
6
,7

5
1

1
9
6
,4

7
4

総
人

口

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年

指
標

・
単

位

過
去

の
状

況
・
現

状

平
成

1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平

成
2
1
年

度

1
0
6
,3

8
5

5
4
.2

%

2
1
.4

%

4
1
,9

7
4

7
,4

7
9

4
3
,7

1
6

8
,0

0
4

4
9
.9

%

3
.8

%
4
.1

%

2
2
.3

%

3
8
,0

9
3

1
9
.4

%

４
　

　
生

活
排

水
処

理
の

現
状

と
目

標

様
式

１

循
環

型
社

会
形

成
推

進
交

付
金

事
業

実
施

計
画

総
括

表
１

　
（
平

成
2
3
年

度
）

7
,3

6
0

2
0
.9

%

1
9
6
,1

9
8

 



 29 

 

様
式

２

単
位

開
始

終
了

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

平
成

28
年
度

平
成

29
年
度

平
成

24
年
度

平
成

25
年
度

平
成

26
年
度

平
成

27
年
度

平
成

28
年
度

平
成

29
年
度

2,
68
0,
86
3

14
8,
76
9

34
8,
64
7

77
4,
02
7

1,
40
9,
42
0

2,
02
2,
93
8

30
6,
15
7

73
2,
95
3

98
3,
82
8

1
山
口
市

山
口
市

約
28
,0
00

㎥
H2
6

H2
8

2,
68
0,
86
3

14
8,
76
9

34
8,
64
7

77
4,
02
7

1,
40
9,
42
0

2,
02
2,
93
8

30
6,
15
7

73
2,
95
3

98
3,
82
8

50
2,
42
0

96
,3
26

79
,6
78

92
,3
68

82
,4
74

66
,3
54

85
,2
20

43
4,
42
0

85
,0
76

70
,3
28

78
,5
18

69
,4
74

57
,6
04

73
,4
20

2
山
口
市

山
口
市

1,
14
5

基
H2
4

H2
9

50
2,
42
0

96
,3
26

79
,6
78

92
,3
68

82
,4
74

66
,3
54

85
,2
20

43
4,
42
0

85
,0
76

70
,3
28

78
,5
18

69
,4
74

57
,6
04

73
,4
20

76
9,
39
5

11
,5
87

75
7,
80
8

58
4,
32
7

58
4,
32
7

山
口
市
清
掃
工
場
基
幹
的
設
備
改
良
事
業

3
山
口
市

山
口
市

22
0

t/
日

H2
8

H2
9

76
9,
39
5

11
,5
87

75
7,
80
8

58
4,
32
7

58
4,
32
7

70
,2
00

28
,1
00

42
,1
00

70
,0
00

28
,0
00

42
,0
00

41
山
口
市

山
口
市

H2
4

H2
5

70
,2
00

28
,1
00

42
,1
00

70
,0
00

28
,0
00

42
,0
00

48
,9
18

45
,3
54

3,
56
4

48
,9
18

45
,3
54

3,
56
4

31
山
口
市

山
口
市

H2
4

H2
5

45
,3
54

45
,3
54

45
,3
54

45
,3
54

32
山
口
市

山
口
市

H2
7

H2
7

3,
56
4

3,
56
4

3,
56
4

3,
56
4

4,
07
1,
79
6

31
8,
54
9

12
1,
77
8

44
1,
01
5

86
0,
06
5

1,
48
7,
36
1

84
3,
02
8

3,
16
0,
60
3

15
8,
43
0

11
2,
32
8

38
4,
67
5

80
5,
99
1

1,
04
1,
43
2

65
7,
74
7

山
口
市
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
長
寿
命

化
計
画
策
定
事
業

○
施

設
整

備
に

関
す

る
計

画
支

援
業

務

山
口
市
大
浦
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
整
備
に

係
る
実
施
設
計
等
事
業

山
口
市
清
掃
工
場
基
幹
的
設
備
改
良
に
係
る
発

注
仕
様
書
等
作
成
事
業

合
　
　
　
　
計

○
浄

化
槽

に
関

す
る

事
業

浄
化
槽
設
置
整
備

○
廃

棄
物

処
理

施
設

の
基

幹
的

設
備

改
良

事
業

○
廃

棄
物

処
理

施
設

に
お

け
る

　
長

寿
命

化
計

画
策

定
支

援
事

業

○
最

終
処

分
に

関
す

る
事

業

山
口
市
大
浦
一
般
廃
棄
物
最
終
処
分
場
整
備
事
業

事
業
名
称

循
環
型
社
会
形
成
推
進
交
付
金
事
業
実
施
計
画
総
括
表
２
　
（
平
成
２
４
年
度
）

事
業
種
別

事
業

番
号

事
業

主
体

名
称

事
業

主
体

構
成

市
町

村
名

規
模

事
業
期
間

交
付
期
間

総
事
業
費
（
千
円
）

交
付
対
象
事
業
費
（
千
円
）

そ
の
他

(算
出
根

拠
等
)
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様式３

開

始

終

了

平成

26年度

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

検証

啓発・普及

実施

検証

11

12

調査・検討

設置

15 生活排水対策

市民の生活排水について

水質浄化意識の高揚を図

るための啓発を行う。

山

口

市

H24 H28

14

資源化のため
の排出機会の

拡大に関する

取り組み

市民の利便性を公平化す
るため、資源物拠点回収

施設を調査・検討の上、進

めていく。

山
口

市

H24 H28

実施

廃食用油代替

燃料施設管理

事業

使用済みてんぷら油を回

収し、ごみ収集車の燃料と

して使用する。

山

口

市

H24 H28 実施

13

給食残さくるく

る事業

給食残さを業者に委託し、

堆肥化する。

山

口

市

H24 H25

ごみ集積施設

整備補助事業

ごみ集積施設の整備に関

して、自治会などに対して

補助金を交付する。

山

口

市

H24 H28 助成

生ごみ処理対

策推進事業

市民が生ごみ処理容器を

購入する際に補助金を交

付する。

山

口

市

H24 H28 助成

つくし推進事

業

市民団体などに資源回収

活動の支援を行う。

山

口

市

H24 H28 助成

ごみ減量化・

資源化啓発事

業

市広報などでごみ減量や

資源化意識の高揚につい

て啓発を図る。

山

口

市

H24 H28 啓発

事業系ごみ削

減対策推進事

業

ごみ排出事業者にごみ分

別・リサイクルに関する啓

発を行う。

山

口

市

H24 H28 啓発・指導

再資源化推進

事業

リサイクルプラザでの各種

イベントを実施する。

山

口

市

H24 H28 実施

小学校環境問

題啓発事業

小学生を対象に環境教育

の充実を図る。

山

口

市

H24 H28 実施

事業系ごみ手

数料の適正化

事業系可燃ごみ処理手数

料の見直しを行う。

山

口

市

H24 H25

実施

検証

不燃ごみ指定

収集袋の導入

家庭系不燃ご指定収集袋

の導入により、排出量の

抑制と資源物の分別の徹

底を図る。

山

口

市

H24 H28

平成

24年度

平成

25年度

発生抑制、

再使用の

推進に関

するもの

家庭系ごみ処

理手数料の適

正化

可燃ごみ処理手数料の見

直しを行うことにより排出

量の抑制を図る。

山

口

市

H24 H25

調査・検討

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧（今後行う施策）

施策種別

施

策

番

号

施策の名称 施策の内容

実

施

主

体

事業

期間 交付金

必要の

要否

備考
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様式３

開

始

終

了

平成

26年度

平成

27年度

○

○

○
仕様書

作成

○

32 3の計画支援
山口市清掃工場基幹的設
備改良事業に係る発注仕

様書等作成を行う。

山
口

市
H27 H27

3

山口市清掃工

場基幹的設備
改良事業

山口市清掃工場基幹的設

備の経年劣化のため、延
命化工事を実施する。

山

口
市

H28 H31

地域の循環型社会形成推進のための施策一覧（今後行う施策）

施策種別

施

策

番

号

施策の名称 施策の内容

実

施

主

体

事業

期間 交付金

必要の

要否

備考
平成

25年度

処理施設の
構築、変更

に関するも

の

21

家庭系ごみの

分別区分及び

処理体制の統

一

一部地域のごみ処理委託

の廃止に併せ、家庭系ご

みの分別区分及び処理体

制を統一する。

山
口

市

H24

22

事業系ごみ処

理体制の見直
し

1

山口市大浦一

般廃棄物最終

処分場整備事

業

山口市大浦一般廃棄物最

終処分場の施設等整備

山
口

市

H26

平成

28年度

H25

平成

24年度

山

口
市

H24 H29

公共用水域の水質保全の

ため、浄化槽の普及を図
る。

事業系一般廃棄物の排出
事業者に対し分別の徹底

と排出抑制を指導するとと

もに、新たに可燃ごみの
持込手数料の改定を図

る。

山

口
市

H24 H25

清掃工場、不燃物中間処
理センター、リサイクルプ

ラザ、環境センターの長寿
命化計画策定

31 1の計画支援

山口市大浦一般廃棄物最

終処分場整備に係る実施
設計等

H28

2 浄化槽整備

山

口
市

H24 H25

処理施設の

整備に関す
るもの

施設整備に

係る計画支
援に関する

もの

山
口

市
H24 H25 長寿命化計画策定

助成

長寿命化計
画策定支援

に関するも
の

41

一般廃棄物処
理施設の長寿

命化計画策定
事業

H29 普及・啓発

その他

51

廃家電・パソ
コンのリサイ

クルに関する
普及啓発

廃家電等のリサイクルに
関する啓発を引き続き行

う。

山
口

市

H24

53
災害時の廃棄

物処理体制

52 不法投棄対策
不法投棄のパトロールの

強化に努める。

山
口

市

H24 H29

H24

54
進捗状況調査

及び事後評価

本計画の進捗状況及び

事後評価を行う。

山

口

市

H24

災害廃棄物の処理を市防
災計画に基づき実施す

る。

山
口

市

H29

実施設計

進捗状況調査
H30に事

後評価を

行う。

H29 実施

延命化工事

平成

29年度

調査・検討

実施

○

○

建設工事

調査・検討

実施

パトロール強化
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【参考資料様式２】 

施設概要（熱回収施設系） 

都道府県名  山口県   

(1) 事業主体名   山口市 

(2) 施設名称   山口市清掃工場 

(3) 工期   平成２８年度 ～ 平成２９年度 

(4) 施設規模   処理能力 ２２０ｔ／日（１１０ｔ／日×２炉） 

(5) 形式及び処理方式   全連続式ストーカ炉 

(6) 余熱利用の計画 
  １．発電の有無   有（発電効率 12.1 ％）・ 無 

  ２．熱回収の有無  有（熱回収率 10.81％）・ 無 

(7) 地域計画内の役割 

  山口市から発生する一般廃棄物（可燃）を焼却処理する一方で、

既存施設の有効利用の点から基幹的設備改良事業を実施し、地球温

暖化対策を講じるとともに施設の延命化を図る。 

(8) 廃焼却施設解体工事 

の有無 
  有 ・ 無 

 

(9) 事業計画額 ７６９，３９５千円 
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【参考資料様式３】 

施設概要（最終処分場系） 

都道府県名  山口県   

(1) 事業主体名   山口市 

(2) 施設名称   山口市大浦一般廃棄物最終処分場 

(3) 工期   平成２６年度 ～ 平成２８年度 

(4) 処分場面積、容積 総面積 91,043㎡ 埋立面積 3,600㎡ 埋立容積 約28,000ｍ3 

(5) 処分開始年度 

  及び終了年度 

  埋立開始 平成２９年度 

  埋立終了 平成４３年度（埋立期間１５年間） 

(6) 跡地利用計画   今後、検討する。 

(7) 地域計画内の役割  

(8) 廃焼却施設解体工事 

  の有無 
  無 

 

(9) 事業計画額 ２，６８０，８６３千円 
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【参考資料様式５】 

施設概要（浄化槽系） 

都道府県名   山口県   
 

 (1) 事業主体名 山口市 

 (2) 事業名称 山口市合併処理浄化槽設置整備事業 

 (3) 事業の実施目的及び内容 
公共用水域の水質保全と生活環境の改善を図る。 
専用住宅に居住する設置者に対し、補助金を交付する（１０人槽
以下） 

 (4）事業期間 平成２４年度～平成２９年度 

 (5) 事業対象地域の要件 

下水道法第4条第1項の規定により公共下水道の事業認可を受け
た地区以外の地域であって、次に掲げる区域を除く。①農業集落
排水処理施設による処理区域及び予定区域②漁業集落排水処理
施設による処理区域及び処理予定区域③地域し尿処理施設その
他の生活排水施設の処理区域及び処理予定区域 

 (6) 事業計画額 

 交付対象事業費       434,420 千円 
 うち  （以下の事業を実施する場合） 
 ・低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業に係る事業費    千円 
 ・浄化槽整備区域促進特別モデル事業に係る事業費        千円 

 
 
○  事業計画額の内訳及び浄化槽の整備規模 
 【浄化槽設置整備事業の場合】 
 

区分 
交付対基数 

（ 3,550人分） 
うち 

単独撤去 
基準額 

対象経費 
支出予定額 

交付対象 
事業費 

 5人槽 612基（  1,897人分） 12基 205,272  238,922  205,272  

 6～ 7人槽 503基（  1,559人分） 19基 212,472  244,922  212,472  

 8～10人槽 30基（     94人分） 2基 16,676  18,576   16,676  

 11～20人槽 基（      人分） 基    

 21～30人槽 基（      人分） 基    

 31～50人槽       基（       人分） 基    

 51人槽以上       基（      人分） 基    

 改 築       基     

 計画策定調査費      

合 計 
1,145 基（  3,550人分） 

 改築を除く 
33基 434,420  502,420  434,420  

 
 
 
○  事業対象地域が「経済的・効率的である地域」の場合の経済性・効率性の比較 
    （複数の地区が該当する場合は、当該地区ごとに下表を添付すること） 
  市町村総人口              市町村世帯数          
  対象地域人口              対象地域世帯数         
 

 総建設費 
１年当たり 
建設費 

１年当たり 
維持管理費 

１年当たり 
コスト 

 

 集合処理で整備した場合     

 個別処理で処理した場合     
 
   施設比較検討の積算内容資料を添付（様式は自由） 
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【参考資料様式６】 

計 画 支 援 概 要 

都道府県名   山口県   

 

(1) 事業主体名   山口市 

(2) 事業目的   次期一般廃棄物最終処分場整備のため 

(3) 事業名称 山口市大浦一般廃棄物最終処分場整備に係る実施設計等事業 

(4) 事業期間 平成２４年度～平成２５年度 

(5) 事業概要 

（実施設計） 

施設の基本設計に基づいた、より詳細な設計を行い、実際の見積り

や工事に使う図面を作成する。 

（水処理施設の発注仕様書作成） 

工事発注のための仕様書を作成する。 

（埋蔵文化財調査） 

  候補地内の試掘結果に基づいた、建設の支障となる文化財の詳細な

発掘調査を実施する。 

 

(6) 事業計画額 ４５，３５４千円 

 



 36 

【参考資料様式６】 

計 画 支 援 概 要 

都道府県名  山口県   

 

 

（１）事業主体名 山口市 

（２）事業目的 
一般廃棄物処理施設の計画的かつ効率的な維持管理並びに施設の延

命化及び生涯コスト削減のため 

（３）事業名称 山口市一般廃棄物処理施設に係る長寿命化計画策定事業 

（４）事業期間 平成２４年度 ～ 平成２５年度 

（５）事業概要 

山口市の一般廃棄物処理施設である、清掃工場・不燃物中間処理セン

ター・リサイクルプラザ・環境センターの管理運営にあたり、各施設の

長寿命化計画を策定するもの。 

 

（６）事業計画額 

平成２４年度： ２８，１００ 千円 

平成２５年度： ４２，１００ 千円 

合    計： ７０，２００ 千円 
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【参考資料様式６】 

計 画 支 援 概 要 

都道府県名   山口県   

 

(1) 事業主体名   山口市 

(2) 事業目的   山口市清掃工場基幹的設備改良事業のため 

(3) 事業名称 山口市清掃工場基幹的設備改良事業に係る発注仕様書等作成事業 

(4) 事業期間 平成２７年度 

(5) 事業概要 山口市清掃工場基幹的設備改良事業の発注仕様書等の作成を行う。 

 

(6) 事業計画額 ３，５６４千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


